
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

１．家賃補助期間：令和 6年 9月～令和 7年 2月までの 家賃の２分の１ 
                      【上限:５万円 最大 6ヶ月】 

                  ※応募多数の場合、予算の範囲内で補助額を調整することがあります。 

 

２．募集期間：令和 6年６月 3日（月） ～ 7月 31日（水） 

 

３．次の要件をすべて満たす事業者を対象とします。 
 

 

（１） 令和 5年 8月 1日から令和 6年 7月 3１日の期間に市内空き店舗において開業した者 
 
（２） 契約期間が 1年以上ある賃貸借契約を交わしている者 
 
（３） 次に掲げる要件をすべて満たす店舗を賃借する者。（新築及び改築を含む） 

ア おおむね 1ヵ月程度連続して事業が行われていない店舗 

イ １階又は 2階の店舗 
 
（４） 宜野湾市内の空き店舗において積極的に自ら事業を営んでいる者 
 
（５） 中小企業基本法第２条に基づく中小･小規模企業 
 
（６） 市内で営業している店舗から空き店舗へ移転することにより、移転前の店舗を休業又は廃業と 

しない者 
 
（７） 空き店舗所有者と同一世帯又は生計を一にするものでない者 
 
（８） 市町村税（国民健康保険税を含む）を滞納していない者 
 
（９） 商店街等への集客効果が期待できる事業を営む者（主に飲食業、サービス業、小売業等） 

 

 
 
 

 

 

 

 

※詳細は下記連絡先、または宜野湾市商工会ＨＰをご確認ください。 

https://www.ginowan.or.jp/  

  

お手続きの流れ 

申請     審査     交付決定     事業実施     

 

営業調査    確定検査(交付額の確定)      補助金の支払 

 

【申請・問い合せ先】 

宜野湾市商工会  （宜野湾市真志喜 1-11-11） 

TEL：０９８-８９７-０１１１ 
受付時間：平日８時３０分～１７時１５分（土日・祝祭日除く） 

 



 

①空き店舗対策事業補助金交付申請書 

および付属資料 
 

②空き店舗所有者及び管理者との賃貸借 

契約書（写し） 
 

③市町村税（法人及び代表者）の滞納のない 

証明書（完納証明書） 
 

④申請者の情報利用に関する同意書 
 

⑤許認可が必要な業種は証明書の写し 
 

⑥賃借した店舗の外観写真、内観写真、地図 
 

⑦直近期の決算書（写し） 

※決算期を１度も迎えていない場合は法人 

設立届出書（写し） 
 

⑧法人商業登記簿謄本 
 
 

 

①空き店舗対策事業補助金交付申請書 

および付属資料 
 

②空き店舗所有者及び管理者との賃貸借 

契約書（写し） 
 

③市町村税（国民健康保険税を含む）の 

滞納のない証明書（完納証明書） 
 

④申請者の情報利用に関する同意書 
 

⑤許認可が必要な業種は証明書の写し 
 

⑥賃借した店舗の外観写真、内観写真、地図 
 

⑦確定申告書（写し） 

※決算期を１度も迎えていない場合は開業

届出書（写し） 

 

 

● 必要書類一覧（家賃補助） ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）法令に違反する事業及び公序良俗に反する事業 

（２）政治活動及び宗教活動に関連する場合 

（３）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）の対象 

となる営業に係るもの又はこれに類する事業 

（４）宜野湾市暴力団排除条例（平成23年9月30日 条例第14号）第 2条（１）に規定する 

暴力団又は同条（２）に規定する暴力団員等のいずれかに該当するもの 

（５）原則として、週５日未満の営業の店舗 

（６）無人型店舗 

（７）商業施設等のテナント型店舗 

（８）店舗の賃借料を対象として、国・県等の補助金等の交付を受け、又は、受ける予定の者 


